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令和６年度 第１回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     令和６年４月１６日（火） 午後３時から３時２０分まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  小 松 哲 也 

         委   員  中 本 久美子 

         委   員  細 田 耕 治 

２ 事務局職員  事 務 局 長  山 本 雅 美  次長兼給与課長  灘 尾 幸 三 

任 用 課 長  尾 田 聡 子  係     長  淺 田 瑞 生 

係   長  山 口 玲 夏  係     長  河 崎 卓 哉 

主   事  小 谷 健 太  主     事  蓮 佛 藍 子 

※事務局職員の委員室への入室は説明者など必要最小限の人数とし、必要に応じ

て執務室から呼び出す形で対応 

３ 傍聴者    なし 

 

四 議 題 

議案第１号 令和６年職種別民間給与実態調査の実施について 

報告第１号 ２０２４年度給与勧告等に関する要求書について 

 

五 議 事 

◇人事委員会の会議出席者及び議事録作成者の指定について 

 人事委員会の会議出席者及び議事録作成者として、小松委員長が次の者を指定した。 

 

① 鳥取県人事委員会議事規則第５条に定める委員長の指定する会議出席者 

   尾田任用課長、淺田係長、山口係長、河崎係長、小谷主事、蓮佛主事 

 

 ② 同規則第７条に定める委員長の指定する議事録作成者 

   山口係長 

 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議事は公開とすることについ

て全員の合意を得た。 

 

◇議案第１号 

令和６年職種別民間給与実態調査の実施について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

 令和６年職種別民間給与実態調査を以下のとおり実施する。 

 

１ 目的 

  県職員の給与を県内民間事業所従業員の給与と比較検討するための資料を得ること（人事院等との

共同調査であり、全国の調査結果を集計したものは国家公務員の給与との比較の資料となる。） 

 

２ 調査対象 
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（１）調査対象事業所 

   令和６年４月現在における県内の企業規模５０人以上、かつ、事業所規模５０人以上の２４５事

業所 

   企業規模…調査対象事業所も含めた企業全体の従業員数 

   事業所規模…調査対象事業所の従業員数 

（２）調査事業所  

   （１）の中から人事院が無作為抽出により選定した１３８事業所 

 

３ 調査方法 

  調査員による実地調査を基本としつつ、必要に応じて対面によらない方法も活用する。 

 

４ 調査期間 

  令和６年４月２２日（月）から６月１４日（金）まで 

 

５ 主な調査内容 

・本年４月分の個人別給与の支給状況（職種（事務・技術等）別、年齢別、学歴別） 

・初任給の支給状況（職種（事務・技術等）別、学歴別） 

・昨年８月から本年７月までに支払われた賞与及び臨時給与の支給状況（支給総額、支給人員等） 

・各種手当の支給状況                        

・高齢者雇用施策の状況 など 

 

【質疑等】 

委 員：調査の実施体制について教えてほしい。 

事務局：人事委員会事務局の職員が調査員となり、６名体制で実施する。 

 

◇報告第１号 

２０２４年度給与勧告等に関する要求書について、事務局が説明した。 
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【説 明】 
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【質疑等】 

委 員：要求書に対する回答を協議する際には、介護に係る支援制度について整理しておいてほしい。 

委 員：「待機を要する全ての業務に対し、手当を支給すること」との要求があるが、具体的な業務が想

定されているのか。 

事務局：災害待機等が考えられるのではないか。待機が労働時間に該当しないのであれば手当を支給す

るのは難しいと考える。 

事務局：使用者の指揮命令下に置かれていて労働時間であるという証明ができなければ、手当の支給は

難しいと考える。 

委 員：国や他県の状況も調べながら検討するのがよいのではないか。 

事務局：国や他県の状況も踏まえた検討をしていきたい。 
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六 次回人事委員会の開催 

  令和６年５月２２日（水）午前１０時００分から開催することとした。 

 


